
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

4 年 6 月 28 日

静岡県知事

殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

川勝　平太

（第１面）

③ 従 業 員 数 　71名

産業廃棄物処理計画書

静岡県裾野市富沢394-1

渡辺建設株式会社

055-992-0030

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

　渡辺建設株式会社

　静岡県裾野市富沢394番地の1

　令和4年4月1日　～　令和5年3月31日

① 事 業 の 種 類 　総合建設業

② 事 業 の 規 模 　完工高 3,523,503,000円

令和

代表取締役　　渡辺　正高

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

（日本産業規格　Ａ列４番）

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

会社運搬

収集運搬委託

建設系混合廃棄物

がれき類(As殻､Co殻)

金属くず

紙くず

木くず

石膏ボード

廃プラスチック類

建設汚泥

ガラス、陶磁器くず

石綿含有､水銀使用製品

特定有害廃棄物、燃え殻

中間処理

最終処分



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

排 出 量

昨年同様に、各現場毎で分別収集やごみ削減を取組んできたが、
規模の大きい案件及び住宅等が多かった事もあり、全体的に昨年より
上昇傾向となってしまった。また、解体案件で発生したと思われる
石綿含有廃棄物の排出及び水銀使用製品、燃え殻の発生もあった。

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-2参照

排 出 量

（第２面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-1参照

【前年度（　 年度）実績】

上記の分別は今後も継続して行っていく。

令和3

排出する各産業廃棄物の排出量を、それぞれ前年比１％削減とする。
がれき類、コンクリートがら、アスファルトがら等の再利用可能な
資材については、建設資材等として再利用する計画を行う。
併せて、優良認定処理業者への処理委託を薦めて行く。

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

金属、木くず、紙くず、石膏ボード、混合廃棄物
現場及び資材センターにて種類別のコンテナボックスを設置し、
分別収集を行っている。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

廃棄物管理者

(資材センター)

産業廃棄物管理責任者：総務部 鈴木秀明

産業廃棄物処理計画書作成部署：総務部

産業廃棄物処理計画総括責任者：総務部 大川勝範

廃棄物管理者

(各現場担当者)



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（　 年度）実績】

― ―

今後も自ら再生利用を行う予定はありません。

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自らの再生利用はありません。

【前年度（　 年度）実績】

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-2参照

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

―

今後も自ら中間処理を行う予定はありません。

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-2参照

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

― ―

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量 ―

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-1参照

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

令和3

令和3

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量

自らの中間処理はありません。

（第３面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-1参照



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（　 年度）実績】

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

自らの埋め立て及び海洋投入処分はありません。

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-2参照

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

― ―

今後も自ら埋立処分及び海洋投入処分を行う予定はありません。

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-1参照

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度（　 年度）実績】

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

処理委託については、優良認定処理業者も含めて処理を委託している。
再生可能な資材については、再生利用業者への運搬し、再生処理の
依頼を行っている。

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-1参照

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

（第４面）

令和3

令和3



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第５面）

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表-2参照

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

これまで通り、優良認定処分業者への処理委託を各現場及び
資材センターに推進していく。
また、再生利用が可能なものについては、再生利用事業者への
処理委託を依頼していく。

※事務処理欄

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量



排出の抑制
自ら行う
再生利用

種類 単位
産業廃棄物
発生量

自ら再生利用を
行う量

自ら熱回収
する量

自ら中間処理で
減量する量

自ら埋立又は
海洋投入する量

処理委託量
優良認定処理
業者への委託量

再生利用業者
への委託量

認定熱回収業者
への委託量

認定熱回収業者
以外の回収業者
への委託量

ｔ 307.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 296.29 0.00 0.00

ｔ 671.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 309.74 0.00 0.00

ｔ 437.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 432.87 0.00 0.00

ｔ 4,350.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.51 4,176.15 0.00 0.00

ｔ 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39 17.84 0.00 0.00

ｔ 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 8.12 0.00 0.00

ｔ 65.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39 59.40 0.00 0.00

ｔ 101.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 97.98 0.00 0.00

ｔ 1,185.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.72 1,162.16 0.00 0.00

ｔ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｔ 77.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 57.60 0.00 0.00

ｔ 15.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 14.81 0.00 0.00

ｔ 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｔ 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｔ 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｔ 79.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

石綿含有

水銀使用製品

特定有害廃棄物
(廃石綿等(飛散性))

燃え殻

別表-１

自ら行う中間処理
自ら行う埋立処分
又は海洋投入処分

処理の委託

混合廃棄物

アスファルトがら

コンクリートがら

がれき類

繊維くず

ガラス･陶磁器くず

金属くず

紙くず

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

木くず

建設汚泥



排出の抑制
自ら行う
再生利用

種類 単位
産業廃棄物
発生量

自ら再生利用を
行う量

自ら熱回収
する量

自ら中間処理で
減量する量

自ら埋立又は
海洋投入する量

処理委託量
優良認定処理
業者への委託量

再生利用業者
への委託量

認定熱回収業者
への委託量

認定熱回収業者
以外の回収業者
への委託量

ｔ 303.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 303.97 0.00 0.00

ｔ 664.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 664.75 0.00 0.00

ｔ 432.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 432.88 0.00 0.00

ｔ 4,306.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.20 4,306.66 0.00 0.00

ｔ 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 18.00 0.00 0.00

ｔ 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 8.04 0.00 0.00

ｔ 64.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 64.60 0.00 0.00

ｔ 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 99.90 0.00 0.00

ｔ 1,174.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30 1,174.02 0.00 0.00

ｔ 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00

ｔ 76.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 76.78 0.00 0.00

ｔ 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 15.70 0.00 0.00

ｔ 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00

ｔ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｔ 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00

ｔ 78.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.40 0.00 0.00 0.00

別表-２

自ら行う中間処理
自ら行う埋立処分
又は海洋投入処分

処理の委託

混合廃棄物

がれき類

ガラス･陶磁器くず

金属くず

紙くず

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

木くず

建設汚泥

石綿含有

水銀使用製品

特定有害廃棄物
(廃石綿等(飛散性))

燃え殻

アスファルトがら

コンクリートがら

繊維くず


